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ク」及び「ジンマー・バイオメット」とは、文脈に応じてジンマー・バイオメット・ホールディングス・インク、又は

ジンマー・バイオメット・ホールディングス・インク及びその子会社を指す。
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上記載されている日本円は、1ドル＝155.87円の換算率（2025年12月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行対顧客電信直物売

買相場仲値）により換算されている。
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１【提出理由】

 

2025年12月1日、ジンマー・バイオメット・ホールディングス・インクは、本邦以外の地域において、ジンマー・バイオメッ

ト・ホールディングス・インク従業員株式購入プラン（その後の改正を含む。）（以下「本プラン」という。）に基づき、当

社または当社の関連会社に所属する、プランに参加する適格性を有する従業員（以下「適格従業員」という。）18,129名を対

象とした、当社普通株式を目的とする新株予約権証券（以下「本新株予約権」という。）の募集を開始した。本プランは、

2002年2月25日、2005年9月9日、2010年2月12日、2015年2月20日、2015年9月25日、2018年2月16日及び2024年2月20日開催の当

社取締役会並びに2002年5月9日及び2024年5月10日開催の当社株主総会により採択された。

 

このため、当社は金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものである。

 

２【報告内容】

 

(1) 有価証券の種類及び銘柄

 

新株予約権証券。当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

 

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権は、本プランに基づき、プラン参加者が、半年からなる購入期間中、自ら設定する割合の金額を給与天引

きにより積み立てる拠出金により、通常、ニューヨーク証券取引所における当社普通株式の (ⅰ)募集日の公正市場価格

の85％、及び(ⅱ)購入日の公正市場価格の85％、のいずれか低い方に相当する金額の購入価格により当社普通株式を購

入することができる権利である。

 

したがって、当社普通株式の時価が下落した場合には、本新株予約権の行使価額も下落し、その結果、本新株予約権の

行使によりプラン参加者が取得することとなる普通株式数は増加する。ただし、拠出金の額は予め定められた金額によ

るため、株価によって変動することはない。

 

本プランにおいては、通常、各購入期間におけるプラン参加者の拠出額を、適宜、募集日又は購入日の終値の85％に相

当する金額で除すことにより、新株予約権の対象となる普通株式数が決定される。

 

本プランの主目的は、資金調達ではなく、適格従業員に対する任意の本プランへの参加を通して、当社及び指定関連子

会社の適格従業員に当社の普通株式を購入する機会を提供することにより、当該適格従業員の株式保有を奨励し、株式

の購入を容易にすることにあるため、本プランには行使価額等の下限及び資金調達額の下限は設けられていない。

 

適格従業員による参加は任意であるが、プラン参加者が本プランに基づき購入することができる当社普通株式の年間合

計は、適用される募集日における公正市場価格による25,000ドルを限度とする。また、特定の購入期間中に参加者が購

入できる普通株式数は5,000株を上限とする。参加者の給与天引口座は、購入後に参加者が当社又は当社の関連子会社の

全ての種類の株式の全議決権又は株式総価額の5％以上を保有することになる場合は、いかなる購入日においても普通株

式を購入するために利用されてはならない（以下「購入制限」という。）。プランに基づく購入のために利用可能な株

式数の上限は13,000,000株又は取締役会が定めるそれより少ない数である。

 

本新株予約権の行使条件（本プランへの参加資格を充足し、各購入期間内における当該プラン参加者自らが設定する割

合での給与天引きによる拠出金額（ただし、当該金額は適用される募集日において25,000ドルを限度とする。）が積み

立てられていること並びに購入制限に抵触することにならないこと。）が充たされている場合、プラン参加者の拠出金

は自動的に購入日に当社普通株式の購入に充当されるが、以下の場合、当社の新株予約権は消滅し、これにより新株予

約権が行使されない可能性がある。

・　プラン参加者が購入期間中、本プランから脱退した場合

・　株式購入権が行使される前に、死亡又は退職により、プラン参加者の本プランへの参加が停止した場合

 

また、株式配当、普通株式分割、普通株式併合、当社が存続会社となる企業取引、又はその他の当社の株式資本の変更

時には、本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数は、報酬委員会により調整される。
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本プランには、当社の決定による新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項はない。

 

（2）新株予約権の内容等

（イ）発行数

4,782,635個（見込数。発行数は新株予約権の目的となる当社普通株式の数と同数である。）

（注）本募集は、当社の関連子会社に所属する、本プランへの参加資格を有する適格従業員約18,129名（日本を除

く。）を対象とした、株式を目的とする新株予約権証券の発行に関するものである。

（注）本報告書の提出日時点においては、本募集に係る6ヶ月の購入期間（自2026年1月1日至2026年6月30日）における

拠出額並びに購入価格は確定しない。そこで、適格従業員全員が本プランに加入し、且つ購入期間当たりの上限額を拠

出したと仮定し、かかる購入期間における最大拠出見込額を385,241,250米ドル（60,047,553,638円）とする。上記

「発行数」は、かかる最大拠出見込額を2025年12月1日現在のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の終値

94.76米ドル（14,770円）の85％である80.55米ドル（12,555円）で除することにより算出したものである。

 

（ロ）発行価格

0米ドル（0円）

 

（ハ）発行価額の総額

0米ドル（0円）

 

（ニ）新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

1　株式の種類

ジンマー・バイオメット・ホールディングス・インク記名式額面普通株式(額面金額0.01米ドル)

（注）本新株予約権を行使した際に交付される株式は、新規発行株式を予定している。

2　株式の内容

(a)普通株式は、優先株式及び優先株式の各種類の明示的条件に従うものとする。各普通株式は、定款に規定さ

れ、又は法律により要請される場合を除き、他の全ての普通株式と同等とする。

(b)定款により授権される普通株式は、新株引受権の対象とならないものとする。現在及び将来の発行済普通株式

の株主は、授権枠内未発行株式、又は当社により発行された、若しくは発行される、優先株式、普通株式若しくはそ

の他の持分有価証券のいずれについても購入、又は購入の募集にかかる新株引受権を有しないものとする。

(c)普通株式の株主は、当該普通株式の株主に対して提示され、当該株主が議決権を有する全議案について、1株に

つき1議決権を有するものとする。法律、又は優先株式の各種類の権利、権能及び優先権を指定する取締役会により

採択された決議により規定される場合を除き、普通株式は、取締役選任、及びその他一切の目的について独占的な議

決権を有するものとし、優先株式の株主は、当該株主が議決権を有しない株主総会の招集通知を受領する権限を有し

ないものとする。優先株式の授権株式数は、優先株式の株主の議決が優先株式指定書により要求されていない場合に

は、発行済普通株式の過半数の株主の賛成票により、優先株式又はその各種類の株主の議決を得ることなく、増加又

は減少（ただし、その時点での同株式の発行済株式数を下回らないものとする。）することができる。

(d)配当金について普通株式に優先する権利を有する株式の各クラス又は種類の権利に従い、普通株式の株主は、

取締役会が何時でも又は随時普通株式について宣言する、法的に利用可能な資金から、当社の配当金及びその他の現

金、株式又は財産の分配を受ける権限を有するものとする。

(e)当社の任意若しくは強制清算又は解散の場合、配当金に関する又は清算時の、普通株式に優先する権利を有す

る株式の各クラス又は種類の権利に従い、普通株式の株主は、その保有する普通株式数の割合に応じて、株主に対し

分配可能な当社の残余資産の全てを受領する権限を有するものとする。

(f)当社は、全ての目的において、その氏名がその保有株式とともに登録されている者を株式の所有者として取り

扱う権限を有し、適用法により明示的に規定される場合を除き、当社による通知の有無にかかわらず、その他の者の

かかる株式についての株主権その他の請求権又は利益を認める義務を負わないものとする。

3　株式の数

本新株予約権1個あたり1株

全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数：4,782,635株

（注）プラン参加者は、本プランに基づき、普通株式の公正市場価格による年間25,000米ドルを上限とし、また半年

からなる購入期間に5,000株を上限とし、通常、(ⅰ)募集日のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の終値

の85％、及び(ⅱ)購入日のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の終値の85％、のいずれか低い方である行

使価格により、当社普通株式を購入することができる。本報告書の提出日現在、プラン参加者による株式購入のため

の拠出額及び行使価格は未定であるため、本新株予約権の目的となる株式の最大見込総数は、4,782,635株とする。
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（ホ）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権1個あたり80.55米ドル（12,555円）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額：385,241,250米ドル（60,047,553,638円）

（注）前述のとおり、行使価格は未定であるため、2025年12月1日現在のニューヨーク証券取引所における当社普通株

式の終値94.76米ドルの85％（80.55米ドル）を記載した。実際の行使価格は(ⅰ)ニューヨーク証券取引所における当社

普通株式の募集日の終値の85％、及び(ⅱ)ニューヨーク証券取引所における当社普通株式の購入日の終値の株価の

85％、の低い方となる。

（注）前述のとおり、拠出額が現在未定であるため、本新株予約権の行使時の払込金額の総額は、便宜上、購入期間に

おける適格従業員による最大拠出見込額とした。

 

（へ）新株予約権の行使期間

2026年6月30日（その日に普通株式が取引されていない場合は、直前のニューヨーク証券取引所における取引日）

（注）購入日において、プラン参加者の新株予約権は自動的に行使される。

 

（ト）新株予約権の行使の条件

本新株予約権の（行使の）条件は本プランに定められている。かかる条件としては、以下が挙げられる。

 

本プラン第3条に定める本プランへの参加資格を充足し、各購入期間内における当該プラン参加者自らが設定する割合

での給与天引きによる拠出金額が本プラン第5条に従い積み立てられていること及び本プラン第7条に定める購入制限に

抵触することにならないこと。

 

（チ）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

0.01米ドル(1円)

 

（リ）新株予約権の譲渡に関する事項

参加者は、プランに基づく権利を譲渡することはできない。

 

（3）発行方法

当社又は当社の子会社（日本を除く）に所属する、本プランにおける適格従業員約18,129名への割当

 

（4）引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

該当事項なし

 

（5）募集又は売出しを行う地域(国外)

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、チェコ共和国、

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、インド、アイルランド、イタリア、レバノン、マレー

シア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、ルーマニア、サ

ウジアラビア、シンガポール、スロバキア、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トル

コ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ

 

（6）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額：385,191,250米ドル（60,039,760,138円）

（注）手取金の総額は、新株予約権証券の発行価額の総額に全ての新株予約権が行使された場合の払込金額総額の見込額

を合計した額（385,241,250米ドル（60,047,553,638円）)から、発行諸費用の概算額（50,000米ドル（7,793,500円））を

控除した額である。

（注）前述のとおり、拠出額が現在未定であるため、本新株予約権の行使時の払込金額の総額は、便宜上、購入期間にお

ける適格従業員による最大拠出見込額とした。
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使途：上記の差引手取概算額385,191,250米ドル（60,039,760,138円）は、設備投資及び営業費等の一般運転資金に充当す

る予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、事業上の必要性に応じて決定する見込みであ

り、現時点では未定である。

 

（7）新規発行年月日

2026年1月1日

 

（8）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項なし。

 

（9）当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る事項

（イ）行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由

本プランの主目的は、資金調達ではなく、適格従業員による任意の本プランへの参加を通じて、当社及び指定関連子会

社の適格従業員に当社の普通株式を購入する機会を提供することにより、当該適格従業員の株式保有を奨励し、株式の

購入を容易にすることにある。そして、本プランへの参加を通じて当社及び指定関連子会社の適格従業員による株式所

有を奨励することは、当該適格従業員に対して、会社の将来の成功と繁栄に貢献するインセンティブを提供し、また、

当社及び指定関連子会社の成長・発展に寄与する意欲を向上させることによって、当社及び当社の株主利益の促進を図

ることが可能となる。

（ロ）当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項についての取得者と提出会社との

間の取決めの内容

本プランの規則等に従った運用がされる他、取得者と提出会社との間の特別な取決めはない。

（ハ）提出会社の株券の売買に関する事項についての取得者と提出会社との取決めの内容

該当事項なし。

（ニ）提出会社の株券の賃借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを

知っている場合には、その内容

該当事項なし。

（ホ）その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし。

 

（10）第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし。

 

（11）提出者の資本の額および発行済株式総数

（イ）資本の額

普通株式及び払込余剰金　　10,155.5百万米ドル（2025年9月30日現在）

（ロ）発行済株式総数

普通株式　　　318.7百万株　（2025年9月30日現在）
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